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平
成
27
年
度

農
業
委
員
会
委
員
選
挙

人
名
簿
登
載
申
請
書
に

つ
い
て

毎
年
12
月
か
ら
、
農
業
委
員
協

力
員
等
を
と
お
し
て
、
10
ア
ー
ル

（
１
，０
０
０
㎡
）
以
上
の
農
地
を

耕
作
し
て
い
る
農
業
者
を
対
象
に

「
農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿

登
載
申
請
書
」
を
配
付
し
、
提
出

を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
同
申
請

書
は
農
業
委
員
会
で
審
査
さ
れ
た

の
ち
、
選
挙
管
理
委
員
会
に
報
告

さ
れ
、
農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人

名
簿
が
作
成
さ
れ
ま
す
。

■
選
挙
人
名
簿
登
載
資
格

平
成
7
年
4
月
1
日
以
前
の
出

生
者
で
、
平
成
27
年
1
月
1
日
現

在
に
お
い
て
下
野
市
に
住
所
を
有

し
、
か
つ
次
の
い
ず
れ
か
の
条
件

に
該
当
す
る
方
に
な
り
ま
す
。

①　

平
成
27
年
1
月
1
日
現
在
に

　

お
い
て
、
10
ア
ー
ル
以
上
の
農

　

地
を
耕
作
し
て
い
る
世
帯
の
経

　

営
主
。

②　

①
の
方
と
同
居
し
て
い
る
親

　

族
ま
た
は
そ
の
配
偶
者
で
年
間

　

60
日
以
上
耕
作
に
従
事
し
て
い

　

る
方
。

③　

平
成
27
年
1
月
1
日
現
在
に

　

お
い
て
、
10
ア
ー
ル
以
上
の
農

　

地
を
工
作
し
て
い
る
農
業
生
産

　

法
人
の
組
合
員
、
ま
た
は
社
員

　

で
あ
っ
て
年
間
60
日
以
上
耕
作

　

に
従
事
し
て
い
る
方
。

■
提
出
期
限

１
月
９
日
（
農
業
委
員
会
事
務

局
必
着
）

■
問
い
合
わ
せ
先

下
野
市
農
業
委
員
会
事
務
局

☎（
48
）2
1
1
6

平
成
27
年（
２
０
１
５
年
）版

県
民
手
帳
発
売
中

県
内
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

（
セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
・
ロ
ー
ソ
ン
）・

一
部
書
店
・
文
具
店
等
で
お
買
い

求
め
い
た
だ
け
ま
す
。

な
お
、
市
役
所
で
の
窓
口
販
売

は
行
い
ま
せ
ん
の
で
、
ご
了
承
く

だ
さ
い
。

■
頒
価
・
規
格

・
ポ
ケ
ッ
ト
判　

定
価
4
0
0
円

　
（
税
込　

12
・
4
㎝
×
7
・
6
㎝
）

・
通
常
判　

定
価
5
0
0
円

　
（
税
込　

14
・
7
㎝
×
8
・
9
㎝
）

■
問
い
合
わ
せ
先

総
合
政
策
課

☎（
40
）5
5
5
0

イ
ベ
ン
ト

お
知
ら
せ

募
　
　
集

相
　
　
談

就
　
　
職

くらしの情報

「
臨
時
福
祉
給
付
金
」・

「
子
育
て
世
帯
特
例
給
付

金
」
の
申
請
は
お
済
み

で
す
か
？

臨
時
福
祉
給
付
金
・
子
育
て
世

帯
臨
時
特
例
給
付
金
の
対
象
と
な

る
可
能
性
が
あ
る
方
に
申
請
書
を

７
月
中
旬
に
送
付
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

期
限
内
に
申
請
が
な
い
場
合
は

辞
退
と
み
な
さ
れ
ま
す
の
で
、
ま

だ
申
請
が
お
済
み
で
な
い
方
は
、

お
早
め
に
手
続
き
を
お
願
い
し
ま

す
。な

お
、
こ
れ
か
ら
臨
時
福
祉
給

付
金
の
申
請
書
を
提
出
さ
れ
る
方

は
、「
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免

許
証
等
）」
と
「
受
取
口
座
通
帳

の
写
し
」
を
必
ず
添
付
し
て
く
だ

さ
い
。

■
受
付
期
限

１
月
15
日
㈭

■
提
出
先
・
問
い
合
わ
せ
先

石
橋
５
５
２
番
地
４

下
野
市
役
所
石
橋
庁
舎
内

①
臨
時
福
祉
給
付
金

社
会
福
祉
課

☎（
52
）１
１
１
２

②
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金

こ
ど
も
福
祉
課

☎（
52
）１
１
１
４

市
営
墓
地
の
ご
案
内

下
野
市
は
、
市
内
に
６
つ
の
市

営
墓
地
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

使
用
申
し
込
み
を
随
時
受
け
付

け
し
て
い
ま
す
の
で
、
希
望
さ
れ

る
方
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

■
墓
所
共
通
内
容

⑴
使
用
料
は
、
墓
所
を
使
用
で
き

　

る
権
利
で
、
土
地
の
所
有
権
で

　

は
あ
り
ま
せ
ん
。

⑵
管
理
料
は
、
共
用
施
設
の
除
草

　

等
、
墓
地
を
管
理
す
る
た
め
の

　

費
用
で
す
。

⑶
使
用
料
及
び
管
理
料
は
、
墓
地

　

使
用
許
可
後
に
納
入
し
て
い
た

　

だ
き
ま
す
。

■
申
し
込
み
の
資
格

⑴
本
市
に
引
き
続
き
3
年
以
上
住

　

所
を
有
す
る
方

⑵
同
一
世
帯
に
市
営
墓
地
の
許
可

　

を
受
け
て
い
る
人
が
い
な
い
方

　
（
他
の
市
営
墓
地
か
ら
の
改
葬

　

は
除
く
）

■
申
し
込
み
に
必
要
な
も
の

⑴
市
営
墓
地
使
用
許
可
申
請
書

　
（
生
活
安
全
課
に
設
置
。
ま
た

　

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ

　

ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）

⑵
申
込
者
本
人
の
住
民
票
の
写
し

　
（
本
籍
記
載
の
も
の
）

■
申
し
込
み
先
・
問
い
合
わ
せ
先

生
活
安
全
課
☎（
40
）5
5
5
5

■下野市市営墓地
名　　　称 所在地 使用料 管理料（年間）◎カロート

　設置 公募

三 昧 場 墓 地 薬師寺3024番地 80,000円 2,000円 無 受付中
国分寺釈迦堂霊園墓地 国分寺993番地2 300,000円 850円 有 −
柴 南 霊 園 墓 地 柴77番地3 270,000円 850円 有 受付中
サ イ 川 霊 園 墓 地 国分寺367番地3 230,000円 850円 有 −
柴 木 間 内 墓 地 柴77番地1 170,000円 850円 無 受付中

す が た 川 霊 園 墓 地 中大領688番地 320,000円 3,000円（普通）
4,000円（芝生） 有 受付中

◎カロート：骨壺を収めるためのコンクリート製の設備 三昧場墓地


